
規則（訓令）名 理    由 要          旨 

 

 奈良県教育委員会事務局 

組織及び事務分掌規則等の

一部を改正する規則 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教育委員会事務局及び奈

良県立教育研究所における

組織及び事務分掌の変更等

に伴い、所要の改正をしよ

うとするものである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 奈良県立教育委員会事務局組織及び事務分掌規則の一部改正 

（１）課の名称変更 

   企画管理室を総務課に、高校の特色づくり推進課を高校教育課

に、学ぶ力はぐくみ課を義務教育課に、健康・安全教育課を体育健

康課に改める。 

（２）その他所要の規定の整備を行う。              

                         （第１条関係） 

２ 奈良県立教育研究所管理運営規則の一部改正 

  教育委員会事務局の組織及び事務分掌の変更等に伴い、教育企画

部、次世代型教職員支援センター及び教育支援部の所掌事務の変更等

を行う。 

                             （第２条関係） 

３ 奈良県社会教育センター指定管理者選定審査会規則の一部改正 

  教育委員会事務局の組織及び事務分掌の変更等に伴い、審査会の庶

務を教育研究所が処理することとする。 

（第３条関係） 

４ 施行期日 

  令和６年４月１日から施行する。 

                        （改正附則関係） 

 

 



奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
案
） 

 

（
奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 
奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
（
平
成
二
十
年
三
月
奈
良
県
教
育
委

 

員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
の
表
企
画
管
理
室
の
項
中
「
企
画
管
理
室
」
を
「
総
務
課
」
に
改
め
、
同
表
教
職
員
課
の

項
中
「
免
許
管
理
係
」
を
「
教
職
員
相
談
支
援
係
」
に
改
め
、
同
表
高
校
の
特
色
づ
く
り
推
進
課
の

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  
 
 

高
校
教
育
課 

 

総
務
係
、
教
育
指
導
係
、
教
育
改
革
推
進
係
、
生
徒
指
導
係 

  
 

第
三
条
の
表
学
ぶ
力
は
ぐ
く
み
課
の
項
中
「
学
ぶ
力
は
ぐ
く
み
課
」
を
「
義
務
教
育
課
」
に
、
「

教
育
統
計
係
」
の
下
に
「
、
小
中
生
徒
指
導
係
」
を
加
え
、
同
表
人
権
・
地
域
教
育
課
の
項
中
「
、

社
会
教
育
係
」
を
削
り
、
同
表
健
康
・
安
全
教
育
課
の
項
中
「
健
康
・
安
全
教
育
課
」
を
「
体
育
健

康
課
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
四
条
中
「
企
画
管
理
室
」
を
「
総
務
課
」
に
改
め
、
同
条
福
利
課
の
項
第
一
号
中
「
健
康
・
安

全
教
育
課
」
を
「
体
育
健
康
課
」
に
改
め
、
同
条
高
校
の
特
色
づ
く
り
推
進
課
の
項
及
び
学
ぶ
力
は

ぐ
く
み
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 

高
校
教
育
課 

一 

県
立
中
学
校
及
び
県
立
高
等
学
校
の
教
育
活
動
に
お
け
る
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

県
立
中
学
校
及
び
県
立
高
等
学
校
の
特
色
化
・
魅
力
化
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

県
立
中
学
校
及
び
県
立
高
等
学
校
の
教
育
課
程
、
学
習
指
導
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
及
び
生
徒
指

導
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

高
等
学
校
に
お
い
て
使
用
す
る
教
科
書
そ
の
他
の
教
材
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

県
立
中
学
校
及
び
県
立
高
等
学
校
の
入
学
者
選
抜
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

県
立
中
学
校
及
び
県
立
高
等
学
校
の
設
置
及
び
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。 

七 

市
町
村
立
高
等
学
校
及
び
公
立
専
修
学
校
に
係
る
認
可
等
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
に
関
す
る
こ
と
。 

九 

教
育
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。 

十 

奈
良
県
次
世
代
教
員
養
成
塾
（
奈
良
県
立
教
育
研
究
所
管
理
運
営
規
則
（
平
成
五
年
三
月
奈

良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
次
世
代
型
教
職
員
支
援
セ
ン
タ
ー
の
所



掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

十
一 

そ
の
他
県
立
中
学
校
及
び
県
立
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

義
務
教
育
課 

一 

市
町
村
立
義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
教
育
課
程
、
学
習
指
導
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
及
び
生
徒

指
導
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

義
務
教
育
諸
学
校
（
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
を
除
く
。
）
に
お
い
て
使
用
す

る
教
科
用
図
書
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

市
町
村
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
設
置
及
び
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

幼
児
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

学
校
教
育
に
係
る
各
種
振
興
法
に
関
す
る
こ
と
（
産
業
教
育
施
設
及
び
設
備
並
び
に
高
等
学

校
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。 

六 

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
に
関
す
る
こ
と
。 

七 

教
育
に
関
す
る
統
計
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

教
育
振
興
大
綱
の
進
行
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

九 

教
育
に
関
す
る
事
務
の
点
検
及
び
評
価
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十 

そ
の
他
市
町
村
立
義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
教
育
に
関
す
る
こ
と
。 

第
四
条
人
権
・
地
域
教
育
課
の
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第

六
号
か
ら
同
項
第
八
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
九
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
十
号
を
削
り
、

同
項
第
十
一
号
中
「
社
会
」
を
「
地
域
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
条
健
康
・
安
全

教
育
課
の
項
中
「
健
康
・
安
全
教
育
課
」
を
「
体
育
健
康
課
」
に
改
め
る
。 

（
奈
良
県
立
教
育
研
究
所
管
理
運
営
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

奈
良
県
立
教
育
研
究
所
管
理
運
営
規
則
（
平
成
五
年
三
月
奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
教
育
企
画
部
の
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、

第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
項
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。 

五 

社
会
教
育
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

社
会
教
育
主
事
の
資
格
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。 

七 

公
民
館
、
図
書
館
、
博
物
館
そ
の
他
の
社
会
教
育
施
設
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。 

九 

そ
の
他
社
会
教
育
に
関
す
る
こ
と
。 



 
第
三
条
次
世
代
型
教
職
員
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
第
一
号
中
「
研
修
」
を
「
研
修
全
般
」
に
改
め
、
同

条
教
育
支
援
部
の
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
生
徒
指
導
及
び
」
を
削
り
、
同
項

第
六
号
を
削
り
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
六
号
と
す
る
。 

 

（
奈
良
県
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
選
定
審
査
会
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

奈
良
県
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
選
定
審
査
会
規
則
（
平
成
二
十
九
年
七
月
奈
良
県

教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
八
条
中
「
人
権
・
地
域
教
育
課
」
を
「
教
育
研
究
所
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
案
）
新
旧
対
照
表 

一 
奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
改
正
（
第
一
条
関
係
） 

（
組
織
） 

第
三
条 

事
務
局
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
課
及

び
室
を
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
及
び
室
に
同
表
下
欄

に
掲
げ
る
係
を
置
く
。 

 
 

                      

（
事
務
分
掌
） 

第
四
条 

各
課
及
び
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り

と
し
、
総
務
課
を
主
管
課
と
す
る
。
た
だ
し
、
分
掌

事
務
の
明
ら
か
で
な
い
事
項
が
あ
る
と
き
は
、
教
育

長
が
定
め
る
。 

 
 

総
務
課 

 
 
 

略 

改 
 
 

正 
 
 

案 

（
組
織
） 

第
三
条 

事
務
局
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
課
及

び
室
を
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
及
び
室
に
同
表
下
欄

に
掲
げ
る
係
を
置
く
。 

                      

  

（
事
務
分
掌
） 

第
四
条 

各
課
及
び
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り

と
し
、
企
画
管
理
室
を
主
管
課
と
す
る
。
た
だ
し
、

分
掌
事
務
の
明
ら
か
で
な
い
事
項
が
あ
る
と
き
は
、

教
育
長
が
定
め
る
。 

 
 

企
画
管
理
室 

 
 

 

略 

現 
 
 
 
 

行 

体
育
健
康
課 

人
権
・
地
域
教

育
課 

略 義
務
教
育
課 

高
校
教
育
課 

教
職
員
課 

略 総
務
課 課

名 

略 人
権
教
育
係
、
地
域
教
育
係 

総
務
係
、
義
務
教
育
指
導
係
、

教
育
統
計
係
、
小
中
生
徒
指
導

係 総
務
係
、
教
育
指
導
係
、
教
育

改
革
推
進
係
、
生
徒
指
導
係 

総
務
係
、
給
与
係
、
定
数
管
理

係
、
小
中
人
事
係
、
教
職
員
相

談
支
援
係
、
県
立
人
事
係 

略 

係
名 

 

健
康
・
安
全
教

育
課 

人
権
・
地
域
教

育
課 

略 学
ぶ
力
は
ぐ
く

み
課 

高
校
の
特
色
づ

く
り
推
進
課 

教
職
員
課 

略 企
画
管
理
室 

課
名 

略 人
権
教
育
係
、
地
域
教
育
係
、

社
会
教
育
係 

総
務
係
、
義
務
教
育
指
導
係
、

教
育
統
計
係 

総
務
係
、
高
校
教
育
指
導
係
、

高
校
教
育
改
革
推
進
係 

総
務
係
、
給
与
係
、
定
数
管
理

係
、
小
中
人
事
係
、
免
許
管
理

係
、
県
立
人
事
係 

略 

係
名 

 



 
 

福
利
課 

一 

職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
（
教
職
員
課

及
び
体
育
健
康
課
の
所
管
に
属
す
る
こ
と
を
除
く

。
）
。 

二
～
三 

略 

 
 

略 

 
 

高
校
教
育
課 

一 

県
立
中
学
校
及
び
県
立
高
等
学
校
の
教
育
活
動

に
お
け
る
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

県
立
中
学
校
及
び
県
立
高
等
学
校
の
特
色
化
・

魅
力
化
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

県
立
中
学
校
及
び
県
立
高
等
学
校
の
教
育
課
程

、
学
習
指
導
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
及
び
生
徒
指
導
に

関
す
る
こ
と
。 

四 

高
等
学
校
に
お
い
て
使
用
す
る
教
科
書
そ
の
他

の
教
材
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

県
立
中
学
校
及
び
県
立
高
等
学
校
の
入
学
者
選

抜
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

県
立
中
学
校
及
び
県
立
高
等
学
校
の
設
置
及
び

廃
止
に
関
す
る
こ
と
。 

七 

市
町
村
立
高
等
学
校
及
び
公
立
専
修
学
校
に
係

る
認
可
等
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
に
関
す
る
こ
と

 
 

。 

九 

教
育
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。 

十 

奈
良
県
次
世
代
教
員
養
成
塾
（
奈
良
県
立
教
育

研
究
所
管
理
運
営
規
則
（
平
成
五
年
三
月
奈
良
県

教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る

次
世
代
型
教
職
員
支
援
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

十
一 

そ
の
他
県
立
中
学
校
及
び
県
立
高
等
学
校
に

お
け
る
教
育
に
関
す
る
こ
と
。 

      

改 
 
 

正 
 
 

案 

 
 

福
利
課 

一 

職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
（
教
職
員
課

及
び
健
康
・
安
全
教
育
課
の
所
管
に
属
す
る
こ
と

を
除
く
。
）
。 

二
及
び
三 

略 

 
 

略 高
校
の
特
色
づ
く
り
推
進
課 

一 

県
立
高
等
学
校
の
特
色
づ
く
り
に
関
す
る
こ
と 

 
 

。 

二 

県
立
中
学
校
及
び
県
立
高
等
学
校
に
お
け
る
対

話
的
な
学
び
の
実
現
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

県
立
中
学
校
及
び
県
立
高
等
学
校
に
お
け
る
キ

ャ
リ
ア
教
育
及
び
実
学
教
育
に
関
す
る
こ
と
。 

四 
地
域
社
会
に
貢
献
す
る
人
材
及
び
グ
ロ
ー
バ
ル

人
材
の
育
成
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

県
立
高
等
学
校
の
設
置
及
び
廃
止
に
関
す
る
こ

と
。 

六 

市
町
村
立
高
等
学
校
及
び
公
立
専
修
学
校
に
係

る
認
可
等
に
関
す
る
こ
と
。 

七 

県
立
高
等
学
校
の
教
育
活
動
に
お
け
る
管
理
及

び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

高
等
学
校
に
お
い
て
使
用
す
る
教
科
書
そ
の
他

の
教
材
に
関
す
る
こ
と
。 

九 

県
立
中
学
校
及
び
県
立
高
等
学
校
の
入
学
者
選

抜
に
関
す
る
こ
と
。 

十 

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
に
関
す
る
こ
と
。 

十
一 

教
育
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。 

十
二 

奈
良
県
次
世
代
教
員
養
成
塾
（
奈
良
県
立
教

育
研
究
所
管
理
運
営
規
則
（
平
成
五
年
三
月
奈
良

県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
三
条
に
規
定
す

る
次
世
代
型
教
職
員
支
援
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

十
三 

県
立
中
学
校
の
設
置
及
び
廃
止
に
関
す
る
こ

と
。 

十
四 

県
立
中
学
校
の
教
育
活
動
に
お
け
る
管
理
及

び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。 

十
五 

そ
の
他
県
立
中
学
校
及
び
県
立
高
等
学
校
に

お
け
る
教
育
に
関
す
る
こ
と
。 

現 
 
 
 
 

行 



  

                                        

 

義
務
教
育
課 

一 

市
町
村
立
義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
教
育
課

程
、
学
習
指
導
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
及
び
生
徒
指
導 

に
関
す
る
こ
と
。 

二 

義
務
教
育
諸
学
校
（
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部

及
び
中
学
部
を
除
く
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
教

科
用
図
書
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

市
町
村
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
設
置
及
び
廃
止

に
関
す
る
こ
と
。 

四 

幼
児
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

学
校
教
育
に
係
る
各
種
振
興
法
に
関
す
る
こ
と

（
産
業
教
育
施
設
及
び
設
備
並
び
に
高
等
学
校
に

関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。 

六 

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
に
関
す
る
こ
と
。 

七 

教
育
に
関
す
る
統
計
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

教
育
振
興
大
綱
の
進
行
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

九 

教
育
に
関
す
る
事
務
の
点
検
及
び
評
価
に
関
す

る
こ
と
。 

 

十 

そ
の
他
市
町
村
立
義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る

教
育
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

略 人
権
・
地
域
教
育
課 

一
～
三 

略 

 
 

四 

略 

 
 

  
 

  
 

 

五 

略 

 
 

六 

そ
の
他
人
権
教
育
及
び
地
域
教
育
に
関
す
る
こ

と
。 

体
育
健
康
課 

 

略 

改 
 
 

正 
 

 

案 

 

学
ぶ
力
は
ぐ
く
み
課 

一 

子
ど
も
の
こ
こ
ろ
の
は
ぐ
く
み
に
関
す
る
こ
と

。 

二 

市
町
村
立
義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
対
話
的

な
学
び
の
実
現
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

市
町
村
立
義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ

ア
教
育
及
び
職
場
体
験
学
習
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

教
育
振
興
大
綱
の
進
行
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

義
務
教
育
諸
学
校
（
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部

及
び
中
学
部
を
除
く
。
）
の
教
科
用
図
書
に
関
す

る
こ
と
。 

六 

学
校
教
育
に
係
る
各
種
振
興
法
に
関
す
る
こ
と

（
産
業
教
育
施
設
及
び
設
備
並
び
に
高
等
学
校
に

関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。 

七 

教
育
に
関
す
る
統
計
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

教
育
に
関
す
る
事
務
の
点
検
及
び
評
価
に
関
す

る
こ
と
。 

九 

そ
の
他
市
町
村
立
義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る

教
育
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

略 人
権
・
地
域
教
育
課 

一
～
三 

略 

四 

社
会
教
育
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

略 

六 

社
会
教
育
主
事
の
資
格
の
認
定
に
関
す
る
こ
と

 
 

。 

七 

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
に
関
す
る
こ
と

 
 

。 

八 

公
民
館
、
図
書
館
、
博
物
館
そ
の
他
の
社
会
教

育
施
設
に
関
す
る
こ
と
。 

九 

略 

十 

社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。 

十
一 

そ
の
他
人
権
教
育
及
び
社
会
教
育
に
関
す
る

こ
と
。 

 
 

健
康
・
安
全
教
育
課 

 

略 

現 
 
 
 
 

行 

 



二 

奈
良
県
立
教
育
研
究
所
管
理
運
営
規
則
の
一
部
改
正
（
第
二
条
関
係
） 

（
分
掌
事
務
） 

第
三
条 

教
育
研
究
所
の
局
、
部
及
び
セ
ン
タ
ー
の
所

掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

略 教
育
企
画
部 

一 

略 

 

（
削
る
） 

 

二
～
四 

略 

 

五 

社
会
教
育
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。 

 

六 

社
会
教
育
主
事
の
資
格
の
認
定
に
関
す
る
こ
と

 
 

。 

七 

公
民
館
、
図
書
館
、
博
物
館
そ
の
他
の
社
会
教

育
施
設
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。 

 

九 

そ
の
他
社
会
教
育
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

略 

 

次
世
代
型
教
職
員
支
援
セ
ン
タ
ー 

一 

教
育
関
係
職
員
の
研
修
全
般
に
関
す
る
こ
と
。 

二
～
六 

略 

 

教
育
支
援
部 

一 

教
育
相
談
（
奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織

及
び
事
務
分
掌
規
則
（
平
成
二
十
年
三
月
奈
良
県

教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る

特
別
支
援
教
育
推
進
室
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す

る
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

教
育
関
係
職
員
の
教
育
相
談
に
関
す
る
研
修
に

関
す
る
こ
と
。 

三 

略 

四 

教
育
相
談
に
関
す
る
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る

こ
と
。 

五 

教
育
相
談
に
係
る
事
業
の
実
施
に
関
す
る
こ
と

。 

改 
 
 

正 
 
 

案 

（
分
掌
事
務
） 

第
三
条 

教
育
研
究
所
の
局
、
部
及
び
セ
ン
タ
ー
の
所

掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

略 教
育
企
画
部 

一 

略 

二 

初
任
者
研
修
及
び
中
堅
教
諭
等
資
質
向
上
研
修

に
関
す
る
こ
と
。 

三
～
五 

略 
 

     
 

   
 

略 次
世
代
型
教
職
員
支
援
セ
ン
タ
ー 

一 

教
育
関
係
職
員
の
研
修
に
関
す
る
こ
と
。 

二
～
六 

略 

教
育
支
援
部 

一 

生
徒
指
導
及
び
教
育
相
談
（
奈
良
県
教
育
委
員

会
事
務
局
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
（
平
成
二
十

年
三
月
奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
第
四

条
に
規
定
す
る
特
別
支
援
教
育
推
進
室
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
関
す
る
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

教
育
関
係
職
員
の
生
徒
指
導
及
び
教
育
相
談
に

関
す
る
研
修
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

略 

四 

生
徒
指
導
及
び
教
育
相
談
に
関
す
る
指
導
及
び

助
言
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

生
徒
指
導
及
び
教
育
相
談
に
係
る
事
業
の
実
施

に
関
す
る
こ
と
。 

六 

い
じ
め
を
見
逃
さ
な
い
取
組
の
推
進
に
関
す
る 

現 
 
 
 
 

行 



  

 

六 

略 
 

改 
 
 

正 
 
 

案 

こ
と
。 

七 

略 

現 
 
 
 
 

行 



 
三 

奈
良
県
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
選
定
審
査
会
規
則
の
一
部
改
正
（
第
三
条
関
係
） 

 

（
庶
務
） 

第
八
条 

審
査
会
の
庶
務
は
、
教
育
研
究
所
に
お
い
て

処
理
す
る
。 

 

改 
 
 

正 
 
 

案 

（
庶
務
） 

第
八
条 

審
査
会
の
庶
務
は
、
人
権
・
地
域
教
育
課
に

お
い
て
処
理
す
る
。 

現 
 
 
 
 

行 


